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内航組合員各位 

 

「内航テロリズム危険特別条項（船舶油濁等損害賠償保障法）」制定のご案内 

 

 

2020年7月3日付特別回報第20-008号等でご案内したとおり、改正船舶油濁損害賠償保障法が2020

年 10月 1日に施行されます。 

 

同法の基準により取得が義務付けられる保障契約証明書を取得する際には、船舶所有者の責任をカバー

する P&I保険への加入が義務付けられています。しかしながら、同法の規定では、通常の P&I保険のて

ん補対象外であるテロリズム行為による損害についても船舶所有者が責任を負う可能性があります。 

 

このテロリズム行為による責任に対しては、船舶保険者等が提供している「戦争保険」の特約である「戦

争 P&I保険」にてカバーされますが、戦争地域に配船されることがない内航船には、多くの場合、戦争

保険が手配されていないと理解しています。 

 

こうした内航船特有の事情を考慮して、組合員の皆様の利益保護のため「内航テロリズム危険特別条項

（船舶油濁等損害賠償保障法）」を制定することとしました。 

 

特別条項概要 

対象契約： 内航船保険契約 

てん補の範囲： テロリズム行為によって生じた油濁または船骸撤去による責任および費用のうち、 

船舶所有者が改正油賠法に基づき負うもの 

追加保険料： なし 

提供開始日： 2020年 10月1日（既存の契約に対しても適用されます） 

 

注意事項 

 既存の内航船保険契約に対しては特別条項に対応する保険契約承諾証を順次発行いたします。 

 船舶保険者等を通じて戦争保険を手配されている場合には、戦争保険が優先して適用されます。 

 本特別条項の対象は内航船保険契約のみであり、外航船保険契約は対象外です。外航船は引き続き

船舶保険者等を通じて戦争保険をご手配ください。 
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